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富税号外
年　　月　　日
様
福島県双葉郡富岡町長
国税徴収法第141条の規定に基づく調査について（照会）
町税事務につきましては、日頃より御協力を賜り感謝申し上げます。
標記につきまして、滞納処分のため、下記の者があなたと契約している、契約に基づく支払状況について調査する必要がありますので、別紙調査項目により、　　　　年　　月　　日（　）までに御回答願います。
記
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（参考）国税徴収法第141条
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときはその必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類を検査することができる。
１　滞納者
２　滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りうる相当の理由がある第三者
３　滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りうる相当の理由があるもの。
４　滞納者が株主又は出資者である法人
（事務担当　税務課納税係　電話0240－22－2111）
